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今
後
も
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
等
の
資

源
ゴ
ミ
の
分
別
の
徹
底
や
、
レ
ジ
袋
・
割

り
箸
か
ら
マ
イ
バ
ッ
グ
・
マ
イ 
箸 
へ
の
転

は
し

換
の
促
進
等
で
、
多
久
市
全
体
で
省
エ

ネ
・
省
資
源
と
温
室
効
果
ガ
ス
の
削
減
に

取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
み
な
さ
ん
一
人
ひ
と
り

が
で
き
る
こ
と
か
ら
実
践
し
て
い
く
、
地

球
温
暖
化
防
止
対
策
へ
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

　

く
ら
し
部
経
営
統
括
室
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平
成　

年
度
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量

２１

は
、
約
５
、
７
４
８
ト
ン
、
基
準
年
度
比

で　

・　

％
も
削
減
す
る
こ
と
が
で
き
ま

１２

７９

し
た
。

　

市
の
事
業
で
排
出
す
る
量
の
約
半
分
は

清
掃
セ
ン
タ
ー
で
の
収
集
ゴ
ミ
の
焼
却
に

よ
る
も
の
で
す
が
、
平
成　

年
度
に
は

２０

４
、
９
８
８
ト
ン
を
焼
却
し
た
家
庭
ゴ
ミ

は
、
昨
年
度
は
４
、
９
０
１
ト
ン
に
減
少

し
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
家
庭
ゴ
ミ
の
う
ち
、
ビ
ニ
ー

ル
、
合
成
樹
脂
、
ゴ
ム
な
ど
、
廃
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
類
の
焼
却
量
が
、
平
成　

年
度
は

２０

１
、
１
９
７
ト
ン
で
あ
っ
た
も
の
が
、
平

成　

年
度
は
９
５
５
ト
ン
に
減
少
し
た
た

２１
め
で
、
市
民
の
み
な
さ
ん
の
リ
サ
イ
ク
ル

へ
の
意
識
高
揚
と
ゴ
ミ
分
別
へ
の
協
力
よ

り
、
目
標
を
大
き
く
上
回
る
削
減
が
で
き

ま
し
た
。

　

地
球
温
暖
化
防
止
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す

　

多
久
市
で
は
、
平
成　

年
３
月
に
策
定
し
た
「
多
久
市
地
球
温
暖
化
対
策
実
行
計
画
」
を

１８

も
と
に
、市
が
行
う
事
務
事
業
で
排
出
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
削
減
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

計
画
で
は
、
平
成　

年
か
ら
平
成　

年
度
ま
で
の
期
間
に
、
平
成　

年
度
（
基
準
年
度
・

１８

２２

１６

Ｃ
Ｏ
２
換
算
総
排
出
量
で
約
６
、５
９
１
ト
ン
）
比
で
約
６
％
（
３
９
６
ト
ン
）
削
減
を
目

標
に
し
て
い
ま
す
。

仕
貯
水
量
が　

弱
以
下
の
「
小
規
模
貯
水

１０

　

槽
水
道
」
も
、
徹
底
し
た
管
理
責
任
が

　

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
設
置
者
は

　

次
の
こ
と
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

①
届　

出

　
　

小
規
模
貯
水
槽
水
道
を
設
置
ま
た
は

　

廃
止
し
た
と
き
は
、
必
ず
水
道
課
に
届

　

出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

②
点　

検

　
　

水
が
汚
染
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う

　

清
潔
に
保
ち
、
定
期
的
に
点
検
を
行
っ

　

て
く
だ
さ
い
。

　

③
清　

掃

　
　

年
１
回
以
上
定
期
的
に
、専
門
知
識
・

　

技
能
を
持
っ
た
業
者
に
依
頼
し
、
点
検

　

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

④
水
質
検
査

　
　

蛇
口
で
、
色
・
濁
り
・
臭
い
・
味
な

　

ど
水
質
検
査
と
残
留
塩
素
測
定
を
定
期

　

的
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

水
道
課　

管
理
係　

☎　

−
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仕
貯
水
槽
の
有
効
容
量
が　

弱
を
超
え
る

１０

　

水
道
施
設
は
、
「
簡
易
専
用
水
道
」
と

　

し
て
法
律
に
よ
り
定
期
検
査
を
受
け
る

　

こ
と
が
設
置
者
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い

　

ま
す
。

貯
水
槽
水
道
を
設
置
し
て
い
る
方
へ

 
届
出
・
点
検
・
清
掃
・
検
査
が
必
要
で
す

　

水
道
法
お
よ
び
市
の
給
水
条
例
で
は
、
す
べ
て
の
貯
水
槽
水
道
（
水
道
水
を
貯
水
槽
を
通

じ
て
給
水
し
て
い
る
施
設
）
の
管
理
責
任
は
設
置
者
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

貯
水
槽
に
入
る
ま
で
の
水
道
は
、
市
（
水
道
企
業
管
理
者
）
が
管
理
し
て
い
ま
す
が
、
貯

水
槽
か
ら
先
は
、
貯
水
槽
設
置
者
が
管
理
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

簡易専用水道　　　貯水有効容量が１０弱を超えるもの
小規模貯水槽水道　貯水有効容量が１０弱以下のもの

高架水槽

貯水槽方式

貯水槽

→

→


